
②届出・相談等 ・国民が容易に手続を行えるよう、オンラインによる簡易
な届出を可能にする

・法務省で国民からの問合せ用コールセンターを設置

①通知 ・誤りがあれば施行日から１年以内に届け出ることを依頼
・通知が正しければ、届出をしなくても戸籍にそのまま記

載される旨を通知

本籍地市区町村 国民

（一例）

戸籍に記載される振り仮名は
ホウムタロウです。

③市区町村長による記載 施行日から１年以内に届出がない者について、
市区町村長が戸籍に振り仮名を一括記載

通知に記載した振り仮名を戸籍にそのまま記載

○ 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
○ 本人確認資料としての利用
○ 各種規制の潜脱防止

戸籍への氏名の振り仮名記載の制度について

・マイナンバーカードの海外利用
・デジタル社会実現の社会的要請

令和５年６月改正法成立

令和７年５月26日施行

⑴ 戸籍の記載事項への追加
戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加（新戸籍法13

条１項２号）
⑵ 振り仮名の許容性及び氏名との関連性
氏名とその振り仮名の関連性について、「氏名として用い

られる文字の読み方として一般に認められているものでなけ
ればならない」という規定を追加（新戸籍法13条２項）
※既に戸籍に記載されている者については、一般の読み方以
外でも、現に使用している氏名の読み方であれば許容（改正
法附則６条２項等）

⑴ 氏又は名が初めて戸籍に記載される者
出生等の戸籍の届書の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加

⑵ 既に戸籍に記載されている者
①本籍地の市区町村長は、施行日後遅滞なく、記載しようとする氏名の振

り仮名を通知（改正法附則９条４項）
②通知された振り仮名が誤っていれば、施行日から１年以内に正しい振り

仮名を届出（届出人は、氏：筆頭者、名：戸籍に記載されている者）（改正
法附則７条１項等）
③上記期間内に届出がない場合には、通知された振り仮名を戸籍に記載

（改正法附則９条１項等）

振り仮名の変更について、家
庭裁判所の許可を得て、その旨
を市区町村長に届出（新戸籍法
107条の３等）
※市区町村長記録をされた振り
仮名については、一度に限り、
届出によって変更可能（家庭裁
判所の許可不要）（改正法附則
10条等）

氏名の振り仮名の戸籍の記載事項化 振り仮名の収集方法 振り仮名の変更手続

新制度の主な内容

見直し後の手続のイメージ

導入の背景

氏名の振り仮名が戸籍に記載される効果

○デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）
○デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律37号／附則）

○デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日閣議決定） など

政府方針等

法務省民事局
令和７年４月

本籍地市区町村

令和5年 令和7年 令和8年

（スケジュール） スケジュール

改正法成立
６／２ 改正法施行

（５／26）
振り仮名の届出期間

振り仮名届出
期限
（５／25）

市区町村長記録開始
（５／26）

通知発送
（５／26から遅滞なく）

通知発送期間

市区町村長記録



（１）令和７年５月26日～令和８年５月25日（振り仮名の届出期間）
○ 国民は、戸籍に記載する氏名の振り仮名を届出（任意）。届出に基づき、本籍地市町村は戸籍に振り仮名を記載。その後、

振り仮名が住所地市町村に連携され、住所地市町村において、住民票に振り仮名を記載（振り仮名は、住所地市町村内の他
の業務においても活用可能）。

○ 住所地市町村から地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に連携された振り仮名は、住民基本台帳ネットワークシステム
（住基ネット）の利用機関からの求めに応じて現行の４情報（氏名・住所・生年月日・性別）に追加して提供。

（２）令和８年５月26日～（振り仮名の届出期間終了後）
○ 令和８年５月25日までに振り仮名の届出がない場合は、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載（市町村長記録）され、

本籍地市町村から住所地市町村に連携され、住民票に記載。

住民票への「氏名の振り仮名」の記載について

（１）令和７年５月26日～令和８年５月25日（振り仮名の届出期間）

（２）令和８年５月26日～（振り仮名の届出期間終了後）

①ハガキ

②届出

戸籍

本籍地市町村国民

③振り仮名を戸籍に
記載の都度、連携

住所地市町村

住民票

J-LIS
・連携された振り仮名を住民票に記載
・振り仮名は、住所地市町村内の他の
業務においても活用可能

住基ネット
利用機関

現行の４情報に追加
して振り仮名を提供

⑥提供

戸籍

住所地市町村

住民票

本籍地市町村 J-LIS

①市町村長記録を順次
行い、振り仮名を全国
の市町村に連携

②住民票に記載した振り
仮名を順次、連携

⑤事務処理に
関する求め

④提供

③事務処理に
関する求め

届出がない場合は、通知した振り仮名を
順次、戸籍に記載（市町村長記録）

住基ネット
利用機関

※ 住民基本台帳法の別表に掲げる機関（国、地方公共団体等）から、
同表に掲げる事務の処理に関し求めがあったときに限り提供

（※）

（※）

届出の都度、戸籍に
振り仮名を記載

④振り仮名を住民票に
記載の都度、連携

連携された振り仮名
を住民票に記載



 

【別添】 

 

 

168-8505 

杉並区高井戸 3-5-24 
 

給付 千津子    様 

 

 

令和XX年XX月XX日  

日 本 年 金 機 構  

 

 

氏名変更のお知らせ 
 

この度、住民基本台帳ネットワークから氏名変更情報が提供されたことに伴い、日本年

金機構で管理しているお客様の年金記録上の氏名を、住民票上の氏名に合わせて変更しま

した。この氏名変更情報の提供の契機としては、①お客様からの市区町村への届出によ

る変更の場合のほか、②市区町村における氏名情報の更新等に伴う変更の場合がありま

す。 

変更後の氏名のフリガナが年金振込先金融機関の口座名義と相違している場合、年金の

振込ができなくなる場合がありますので、変更後の氏名をご確認いただき、以下のとおり

ご対応をお願いします。 

 

基礎年金番号 ： XXXX‐XXXXXX 

変更前の氏名 
ｷﾕｳﾌ ﾁｽﾞｺ 

給付 千津子 

変更後の氏名 
ｷｭｳﾌ ﾁﾂﾞｺ 

給付 千津子 

次回の年金支払日 ： 令和XX年XX月XX日 

※住民票上の氏名の一部に日本年金機構で対応できない漢字が含まれている場合には、カタカ

ナのみで登録しております。 

 

〈お願い事項〉 

次回の年金支払日の前に、年金振込先金融機関に口座名義の変更要否をお問合せの上、

必要に応じて、口座名義の変更手続きを行っていただくようお願いいたします。 

※氏名変更に係る手続きの詳細は、同封のリーフレットをご確認ください。 

変更後の氏名が誤っている場合は、市区町村で管理している氏名の訂正が必要とな

ります。速やかにお住まいの市区町村役場にご連絡の上、氏名訂正の手続きを行って

ください。 

なお、上記の口座名義の変更手続きや市区町村への訂正手続きが遅れた場合、一時的

に年金の振込ができなくなることがあります。その場合、手続き終了後に再度振込をさ

せていただきますので、再振込までしばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 

見 本 


